
輪島市（石川県）
５３０運動で美しい町づくりを

輪島市では、春と秋の年２回、市内の企業・各種団体
が主体となった、「輪島市美しい町づくり推進協議会」提
唱の下、５３０（ゴミゼロ）運動を実施しております。
春と秋の各一週間を全市美化清掃週間と銘打ち、個

人や団体を問わず屋内外の清掃や側溝・用水のどろあ
げ、ごみ拾いや雑草等の草刈りをし、清掃週間内の一日
を一斉清掃奉仕日として、企業・各種団体が公共の場所
などを清掃します。
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昭和５２年から実施してきた５３０運動は、本年で３５年目となり、現
在約４０団体・６００名が取り組んでおります。
この取組を通じて、美しい町づくりを形成していくとともに、企業、各

種団体、行政などが協力して、住民の皆さんに環境美化への関心を
持っていただけるよう今後もより一層啓発していきます。

輪島市福祉環境部環境対策課
電話：0768－23－1853（いやゴミ）

食品リサイクルの取組をより広めるためには、この取組から生
まれた商品をより多くの方々に利用していただくことが必要です。
このため当事務所では、この取組を皆様に身近に感じていただき、
認知度やイメージの向上が図れるように、食品リサイクルの取組
を表す愛称として「めぐりふーど」とそのシンボルマークを定めま
した。

このたび、この愛称とシンボルマークをご利用いただくために、利用の手引きを作成し使用申請の受付を
開始しました。この愛称とシンボルマークの利用は、「食品リサイクルに取り組んでいる」、「協力している」な
ど、食品リサイクルの取組に貢献している当事務所管内の事業者や団体等の方々であれば、基本的にどな
たでもご使用いただけます。

詳しい申請方法やご利用の条件は、当事務所の廃棄物・リサイクル対策課にお問い合わせいただくか、当
事務所のＨＰ（http://chubu.env.go.jp/recycle/r_6.html）をご覧ください。

「めぐりふーど」
シンボルマークの使用開始
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